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No. 項目 色

1 ページ頭のグラデーションの色 上記図をコピーして使用

2 ページ頭の二重線の色 上記図をコピーして使用

3 テキストボックス等背景を塗りつぶす色①

4 テキストボックス等背景を塗りつぶす色②

5 表頭（「令和５年度」等）の色 文字色は白抜き（太字にしない）

6 グラフ以外の矢印の色

7 四角枠線及び点線枠線の色（コラムタイトル含む）

8 箇条書きの◆、■、●、・の色

9 ページ中の太下線タイトル

10 その他
前年同色（グリーン等から引用して

いるものは色を変えない）。

コラム枠 見本

コラム枠 見本



凡 例

＊ 本書における令和８年度の予算額は、原則当初予算の数値です。

＊ 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、

合計などと一致しない場合があります。

幹部ニラ指摘
補正があった場合、
“原則”を追記する

令和８年度予算時、
補正がなければ削除すること

R8においても国の予算が４月１日公表時典で暫
定予算成立のみだったため、原則を補記した
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第１章 都財政のあらまし

⚫ 一般会計の予算規模は、「人」が輝き、活力に溢れ、安全・安心な東京へとさらに進化

させるための取組に積極的かつ重点的に予算配分したことなどにより、前年度に比べて

4,950億円の増となりました。

一般会計歳出総額

一般歳出（政策的経費）

⚫ 都税収入は、企業収益の堅調な推移による法人二税の増や、雇用・所得環境の改善に伴

う個人都民税の増などにより、4,560億円の増加となりました。

税収 ７ 兆 3,856 億円

９ 兆 6,530 億円

７ 兆 2,678 億円

⚫ 一般歳出は、成長の原動力となる「人」の力を最大限に高める施策や、国際競争力の強

化に向けた取組、都民の命と暮らしを守るレジリエントな都市づくりを推進する取組の

強化などにより、前年度に比べて3,701億円の増となりました。

◼ 令和８年度予算フレーム等の概要

将来にわたり東京が世界の成長を牽引し続けられるよう、「人」が輝き、活力に溢れ、

安全・安心な東京へとさらに進化させるための施策を、時代の変化を捉えた新たな視点で、

スピード感を持って積極的に展開すること

１１

２２

「2050東京戦略」の迅速かつ確実な実行に向け、

大都市東京の強みを遺憾なく発揮し、明るい未来を実現する予算

と位置付け、次の点を基本に編成しました。

ＡＩの徹底的な利活用などにより、都民が真に「実感」する行政サービスの向上を図る

とともに、より成果重視の視点から、社会の変化への的確な対応と施策の効率性・実効性

の向上に向けて、事業の見直しを徹底し、強靱で持続可能な財政基盤を堅持すること

令和８年度予算は、

メリーちゃん ハリーくん

（前年度当初予算比 ＋4,950億円、＋5.4％）

（前年度当初予算比 ＋3,701億円、＋5.4％）

（前年度当初予算比 ＋4,560億円、＋6.6％）

令和８年度予算のポイント

No. 項目 色

1 ページ頭のグラデーションの色 上記図をコピーして使用

2 ページ頭の二重線の色 上記図をコピーして使用

3 テキストボックス等背景を塗りつぶす色①

4 テキストボックス等背景を塗りつぶす色②

5 表頭（「令和５年度」等）の色 文字色は白抜き（太字にしない）

6 グラフ以外の矢印の色

7 四角枠線の色

8 箇条書きの◆、■、●、・の色

9 ページ中の太下線タイトル

10 その他
前年同色（グリーン等から引用して

いるものは色を変えない）。
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⚫ 令和８年度の一般会計の予算規模は、９兆6,530億円となりました。

⚫ 一般会計に、特別会計と公営企業会計を合わせた都全体の予算規模は、18兆6,850億

円（単純合計）となり、スイスなどの国家予算とほぼ同じ予算規模です。

■ 会計区分別予算の内訳

◆ 特別会計・公営企業会計

• 特別会計とは、特定の事業や資金などについて、その収支を明確にするために一般会計と分けて

経理するための会計です。一般家庭に例えるならば、光熱水費やローンの返済などを、別の財布で管

理するようなものです。

都では、特別区財政調整会計、地方消費税清算会計など18会計を設置しています。

• 公営企業会計とは、水道、電車、バスなど、独立採算制の公営企業の収支を経理するための会計です。

都では、水道事業会計、高速電車事業会計など９会計を設置しています。

◆ 他の国の予算規模との比較

◆ 参考

    ＜国及び地方財政との比較＞

    国の予算規模：122兆3,092億円 地方財政の規模：102兆4,427億円

 ＊ 国の予算規模は令和８年度予算政府案、地方財政の規模（地方財政計画）は令和８年度当初の数値です。

   

特別会計（18会計）

６兆9,918億円

一般会計

９兆6,530億円

合計

18兆6,850億円

公営企業会計（９会計）

２兆402億円

第１章 都財政のあらまし

スイス 17.2兆円 ＊ 令和８年１月時点のレートで計算

＊ 国の予算規模及び地方財政の規模（地方財政計画）ともに令和７年度当初の数値です（令和７年度政府

予算案の国会修正後）。

都の予算規模①

No. 項目 色

1 ページ頭のグラデーションの色 上記図をコピーして使用

2 ページ頭の二重線の色 上記図をコピーして使用

3 テキストボックス等背景を塗りつぶす色①

4 テキストボックス等背景を塗りつぶす色②

5 表頭（「令和５年度」等）の色 文字色は白抜き（太字にしない）

6 グラフ以外の矢印の色

7 四角枠線の色

8 箇条書きの◆、■、●、・の色

9 ページ中の太下線タイトル

10 その他
前年同色（グリーン等から引用して

いるものは色を変えない）。
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◼ 都の一般会計予算規模の推移

都の予算規模②
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第１章 都財政のあらまし

◼ 国・地⽅との比較

＊ 平成４年度の数値を100として指数換算したものです。
＊ 国は令和８年度予算政府案（一般会計）、都は当初予算（一般会計）、地方は地方財政計画（通常収支分）です。

⚫ 都は財政再建期を通じて、職員定数の削減といった内部努力や施策の見直し・再構築

などに取り組みました。また、税収が増加していく局面においても中長期を見据え、

基金残高の確保や都債の発行抑制などを行い、財政基盤を強化してきました。

⚫ 令和８年度は、成長の原動力となる「人」の力を最大限に高める施策や、国際競争力

の強化の取組、都民の命と暮らしを守るレジリエントな都市づくりの推進に向けた取

組などに積極的かつ重点的に財源を振り向けた結果、一般会計の予算規模、一般歳出

ともに増額となりました。

７兆2,678億円
（一般歳出）

3,701億円増（5.4％）

133

＊ 数値は当初予算額です。ただし、都税収入の令和６年度までは決算額、７年度は最終補正後予算額です。

（年度）
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4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 2 3 4 5 6 7 8

経常経費 投資的経費 公債費・税連動経費等 都税収入

（兆円）

元

0.0

９兆6,530億円
（一般会計）

4,950億円増（5.4％）
９兆1,580億円

グラフの国数
値の更新

地方財政計画が公表され次第、計数更新予定

現在、政府予算案を記載。国予算の動きを注視
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第１章 都財政のあらまし

歳入の状況

⚫ 歳入構造について、都と地方財政計画とを比較すると、都には以下のような特徴が

あります。

① 地方税の割合が高い

② 地方交付税が交付されていない

③ 国庫支出金の割合が低い

④ 地方債の割合が低い

⚫ 都の歳入の約８割は地⽅税（都税）が占めています。

⚫ 都は、都道府県で唯一、地方交付税の交付を受けておらず、他の地⽅公共団体に比べ

てより自立した財政運営を行う必要性が高いと言えます。

◆ 地⽅交付税制度

• 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に暮らす住民にも一定の行政サー

ビスを提供できるよう必要な財源を保障するため、所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合と地方

法人税の全額を原資として、地方公共団体に使途を制限せず交付されるものです。

◼ 歳入の内訳

②

その他
10兆5,808億円

10.3％

地方債
６兆1,448億円

6.0％

地方税 
47兆8,185億円

46.7％
(うち法人二税16.8%)

地方交付税
20兆1,848億円

19.7％

国庫支出金
17兆7,138億円

17.3％

地方交付税
 
 

地方税 
７兆3,856億円

76.5％
(うち法人二税36.7%) 

国庫支出金
4,937億円

5.1％

その他
 １兆5,511億円

 16.1％

地方債
2,226億円

2.3％なし

①

①

② ③

③

④

④

地方財政
計 画

(通常収支分)

東京都

９兆6,530億円

102兆4,427億円

＊ 地方財政計画のその他は、地方譲与税、地方特例交付金等、使用料及び手数料、雑収入の合計から復旧・復興事業一般
 財源充当分、全国防災事業一般財源充当分を除いた額です。
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■ その他の税

■ 法人二税

◼ 都税収入の推移

都税収入

⚫ 令和８年度予算では、都税収入は、企業収益の堅調な推移による法人二税の増や、雇

用・所得環境の改善に伴う個人都民税の増、個人消費の増加等による繰入地方消費税

の増などにより、前年度に比べて4,560億円、6.6％の増で、７兆3,856億円となりま

した。

⚫ 景気変動の影響を受けやすい法人二税の占める割合が高いことから、都財政は元来不

安定な構造にあります。

第１章 都財政のあらまし

◼ 都税の内訳

区 分 令 和 ８ 年 度 令 和 ７ 年 度 増 減 額 増 減 率

都 税 7兆 3,856億円 6兆 9,296億円 4,560億円 6.6％

法 人 二 税 2兆 7,126億円 2兆 5,362億円 1,764億円 7.0％

個 人 都 民 税 1兆 4,071億円 1兆 2,451億円 1,620億円 13.0％

繰入地方消費 税 9,216億円 8,159億円 1,057億円 13.0％

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

1兆 8,541億円 1兆 8,246億円 295億円 1.6%

そ の 他 の 税 4,903億円 5,077億円 ▲ 175億円 ▲ 3.4％

＊ 令和６年度までは決算額、７年度は最終補正後予算額、８年度は当初予算額です。

（兆円）

（年度）

7.4兆円

元
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歳出の状況（性質別内訳）

⚫ 都の歳出構造は、特別区制度の下、特別区財政調整交付金が計上されていることが特

徴の一つです。また、地⽅債の償還などに要する経費である公債費の割合が低く、他

の地方公共団体に比べて財政の弾力性が高いと言えます。

⚫ バブル経済の崩壊時は、国の経済対策に対応し、相次いで大規模施設を建設するなど

してきましたが、その後は大規模な新規建設の停止などにより投資的経費を削減し、

平成17年度に財政再建を達成しました。

⚫ その後は、後年度の財政負担を考慮しながら災害対策など将来の社会基盤づくりのた

めに必要な取組を進めてきました。

⚫ 令和８年度の投資的経費は、大井コンテナふ頭の再編整備に要する用地取得費の減、

東京国際フォーラムや東京国際展示場の大規模改修工事の進捗に伴う経費の減などを

除くと、前年度に比べて679億円、6.4%増の１兆1,324億円となりました。

◼ 歳出の性質別内訳

◆ 「投資的経費」について

• 「投資的経費」とは、道路の整備費や学校の建設費など社会資本の形成に係る経費です。

地方財政
計 画

(通常収支分)

東 京 都

９兆6,530億円
給与関係費

１兆8,733億円
19.4％

公債費
2,778億円

2.9％

その他（補助費等）
５兆91億円

51.9％

特別区財政調整交付金
１兆3,604 億円

14.1％

投資的経費
１兆1,324億円

11.7％

その他（一般行政経費等）
55兆2,110億円

53.9％

投資的経費
12兆4,568億円

12.2％

102兆4,427億円

給与関係費
24兆75億円

23.4％

公債費
 10兆7,674億円

 10.5％

10,645

11,324
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都の投資的経費（左目盛）

地方の投資的経費（右目盛）

国の公共事業関係費（右目盛）

（年度）

（億円）
（兆円）

元

第１章 都財政のあらまし

◼ 投資的経費の推移

12.5

6.1

＊ 国は令和８年度予算政府案（一般会計）、都は当初予算（一般会計）、地方は地方財政計画（通常収支分）です。
＊ 令和７年度の都の投資的経費は、大井コンテナふ頭の再編整備に要する用地取得費、東京国際フォーラムや東京国際展示場の大規模改修工事

 などに係る予算を除いた額です。
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歳出の状況（目的別内訳）

◼ 歳出の目的別内訳

分 野 令和８年度予算 平成８年度予算

子育て・高齢者施策など「福祉と保健」に 131,189円 61,103円

学校教育の充実など「教育と文化」に 111,526円 98,443円

産業の活性化など「労働と経済」に 54,791円 35,867円

廃棄物対策など「生活環境」に 33,709円 46,573円

道路の整備など「都市の整備」に 68,801円 123,860円

警察活動・消防活動など「警察と消防」に 74,073円 74,020円

職員の研修・福利厚生など「企画・総務」に 34,976円 38,759円

都債の元利償還など「公債費」に 19,606円 29,928円

区市町村への交付金など「税連動経費等」に 147,459円 73,618円

合 計 676,128円 582,170円

都 税 517,314円 342,713円

⚫ 令和８年度と平成８年度予算（目的別歳出）を、都民１人当たりの予算に置き換えました。

⚫ 30年前の平成８年度と比較すると、子育て・高齢者施策など「福祉と保健」が大きく増加して

います。

都民１人当たりの予算

第１章 都財政のあらまし

⚫ 令和８年度予算の歳出総額９兆6,530億円のうち、政策的経費である一般歳出は７兆

2,678億円です。

⚫ 一般歳出は、前年度と比較して「教育と文化」が1,368億円、9.4％の増、「生活環

境」が1,069億円、28.6％の増となりました。限りある財源を重点的・効率的に配分

し、都民生活の質の向上に努めています。

区 分
令 和 ８ 年 度 令 和 ７ 年 度

増 減 額 増 減 率
構 成 比 構 成 比

福 祉 と 保 健 1兆 8,730億円 25.8％ 1兆 7,716億円 25.7％ 1,014億円 5.7%

教 育 と 文 化 1兆 5,922億円 21.9％ 1兆 4,555億円 21.1％ 1,368億円 9.4%

労 働 と 経 済 7,822億円 10.8％ 8,039億円 11.7％ ▲ 217億円 ▲ 2.7%

生 活 環 境 4,813億円 6.6％ 3,744億円 5.4％ 1,069億円 28.6%

都 市 の 整 備 9,823億円 13.5％ 9,989億円 14.5％ ▲ 166億円 ▲ 1.7%

警 察 と 消 防 1兆 575億円 14.6％ 1兆 126億円 14.7％ 450億円 4.4%

企 画 ・ 総 務 4,993億円 6.9％ 4,809億円 7.0％ 184億円 3.8%

一 般 歳 出 7兆 2,678億円 100.0％ 6兆 8,978億円 100.0％ 3,701億円 5.4%

公 債 費 2,799億円 － 2,872億円 － ▲ 73億円 ▲ 2.5%

税 連 動 経 費 等 2兆 1,053億円 － 1兆 9,731億円 － 1,322億円 6.7%

歳 出 9兆 6,530億円 － 9兆 1,580億円 － 4,950億円 5.4%

＊ 令和８年度の都内総人口は、「東京都の人口（推計）」（東京都総務局）における令和７年12月1日現在です。
＊ 平成８年度の都内総人口は、「東京都の人口（推計）」（東京都総務局）における平成８年12月1日現在です。

区 分
令 和 ７ 年 度 令 和 ６ 年 度

増 減 額 増 減 率
構 成 比 構 成 比

福 祉 と 保 健 25.7％ 25.3％ 10.0%

教 育 と 文 化 21.1％ 22.0％ 4.1%

労 働 と 経 済 11.7％ 11.2％ 12.5%

生 活 環 境 5.4％ 5.4％ 8.5%

都 市 の 整 備 14.5％ 14.4％ 9.3%

警 察 と 消 防 14.7％ 15.1％ 5.3%

企 画 ・ 総 務 7.0％ 6.7％ 12.9%

一 般 歳 出 100.0％ 100.0％ 8.3%

公 債 費 － － 11.3%

税 連 動 経 費 等 － － 12.2%

歳 出 － － 8.3%

分 野 令和７年度予算 平成７年度予算

「福祉と保健」に 124,756円 58,529円

「教育と文化」に 102,496円 102,199円

「労働と経済」に 56,614円 43,205円

「生活環境」に 26,363円 45,418円

「都市の整備」に 70,343円 121,141円

「警察と消防」に 71,306円 72,699円

「企画・総務」に 33,868円 45,852円

「公債費」に 20,223円 26,194円

「税連動経費等」に 138,945円 76,765円

合 計 644,915円 592,002円

都 税 487,988円 353,207円
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意見の反映状況については、以下財務局ホームページ内「都民提案」をご覧ください。

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei/teian/tomin/8tomin

都民による事業提案制度【令和８年度予算額 2.3億円】

• 研究者からの提案を基に、研究者・大学と連携して事業を創出する仕組みです。

• 35件の提案から、有識者等による審査と都民投票を踏まえ、４件の事業を選定しました。

大学研究者による事業提案制度【総事業費 7.6億円、令和８年度予算額 1.2億円】

職員による事業提案制度

• 都民投票とあわせて事業案の改善点等を募集したところ、4,826件の意見が寄せられました。

• 都税事務所等の「窓口における申請書等作成サポートサービスの導入」など、２件を予算に反

映しています。

事業名 予算額

若者応援空き家活用支援事業 1,800万円

子供食堂普及啓発事業 5,300万円

中学生等への救命教育の普及促進 6,400万円

子育て世帯向け認定住宅の情報発信強化 1,000万円

交通安全教育の充実 8,000万円

認知症のある人の行方不明対策に係る普及啓発事業 800万円

事業名 大学名 総事業費 (見込み) 予算額

慢性腎臓病に潜む遺伝性腎疾患早期発見事業
東京科学

大学
2億8,000万円 3,000万円

東京の海を活用する環境親和型海洋発電技術 
展開事業

東京都立
大学

1億1,000万円 3,000万円

首都直下地震対応へ、「揺れ」を感じて・測って・ 
備える、都市と都民の強靱化事業

東京大学 1億6,000万円 3,000万円

最新熱中症予防研究の社会還元事業
東京科学

大学
2億1,000万円 3,000万円

⚫ 従来の発想に捉われない新たな視点や、東京に集積されている知を活用し、都政の喫

緊の課題を解決することを目的とした制度です。

都民・大学研究者・職員による事業提案制度

第１章 都財政のあらまし

事業の並び順について、グリーンでは冊子としての読みやすさ等を
考慮して各論のページ順に並べている。
対外公表（ＨＰ等）では原則、都民投票時の得票数順で並べている
ため、その並びとする。

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9

• 「都民が提案し、都民が選ぶ」ことで、都民の声を直接施策に反映させる仕組みです。

• 1,094件の提案から、都民投票を踏まえ、６件の事業を選定しました。
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第２章 持続可能な財政運営
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持続可能な財政運営の推進

第２章 持続可能な財政運営

スマート シティ セーフ シティ

削減額

約200億円

2,034億円

（前年度当初予算比35％減）
⚫ 都債発行額

ダイバーシティ

４兆4,431億円
（前年度当初予算比2,893億円減）

⚫ 我が国の景気は、雇用・所得環境が改善する下で、緩やかな回復が続いており、都税収入は堅

調に推移しています。

⚫ 一方で、少子高齢化や熾烈化する都市間競争への対応、安全・安心の確保など、「2050東京

戦略」に掲げる取組を先手先手で迅速かつ確実に展開していく必要があります。

⚫ こうした認識の下、令和８年度予算では、喫緊の課題への対応に加え、「人」が輝き、活力に

溢れ、安全・安心な東京へとさらに進化させるための施策を、時代の変化を捉えた新たな視点

で、スピード感を持って積極的に展開していきます。

⚫ 同時に、将来の財政需要を見据え、強靱で持続可能な財政基盤の堅持に向けた取組も強化しま

した。

⚫ 具体的には、予算要求段階でのマイナスシーリングに加え、事業評価による見直しを強化し、

財源確保額は1,350億円と過去最高となりました。

⚫ さらには、令和８年度予算編成において、補助金の執行状況の総点検を行い、過去の実績を踏

まえ、56事業、126億円を精査しました。

⚫ また、基金残高は、リーマンショック前とほぼ同水準を確保するとともに、都債についても、

将来世代への負担も考慮し、残高を減少させています。

令和８年度予算編成における財政運営の考え⽅

⚫ 都債残高

マイナスシーリング

■ 積極的な施策展開と持続可能な財政運営の両立

強靱な財政基盤の堅持

取崩額

 7,144億円

１兆 6,362億円
⚫ 一定の基金

残高を確保

⚫ 基金の活用

基金の戦略的な活用

施策の実効性・効率性の向上

⚫ 事業評価による財源確保額は
過去最高

1,303億円

⚫ 事業終期設定以降の財源確保額
累計（９か年）

約9,400億円

都債の計画的な活用

⚫ 更なる見直しが必要な
事業には、原則として
総額マイナス10％の
シーリング

積極的な施策展開 （新規事業：712件）

スマート シティ セーフ シティ

削減額

約120億円

ダイバーシティ

積極的な施策展開 （新規事業：657件）

⚫ 都債残高

マイナスシーリング

■ 積極的な施策展開と持続可能な財政運営の両立

強靱で持続可能な財政基盤の堅持

１兆 4,505億円
⚫ 一定の基金

残高を確保

基金の戦略的な活用

施策の実効性・効率性の向上

1,350億円

⚫ 事業終期設定以
降の財源確保額
累計（10か年）

約１兆 800億円

都債の計画的な活用

⚫ 更なる見直しが
必要な事業には、
原則として総額
マイナス10％
のシーリング

精査額

126億円

補助金の総点検

⚫ 実績を踏まえた
見直し

56
事業

４兆 2,372億円

⚫ 事業評価による
財源確保額は
過去最高

＊一部重複する事業を含みます。

No. 項目 色

1 ページ頭のグラデーションの色 上記図をコピーして使用

2 ページ頭の二重線の色 上記図をコピーして使用

3 テキストボックス等背景を塗りつぶす色①

4 テキストボックス等背景を塗りつぶす色②

5 表頭（「令和５年度」等）の色 文字色は白抜き（太字にしない）

6 グラフ以外の矢印の色

7 四角枠線及び点線枠線の色（コラムタイトル含む）

8 箇条書きの◆、■、●、・の色

9 ページ中の太下線タイトル

10 その他
前年同色（グリーン等から引用して

いるものは色を変えない）。

-11-



事業評価・政策評価・グループ連携事業評価の取組

第２章 持続可能な財政運営

⚫ 限られた財源の中で都政の諸課題に的確に対応していくため、都は予算編成の一環として、以

下の３つの評価を一体的に実施しています。

① 一つひとつの事業を検証し効率性・実効性を向上させる「事業評価」

② 目標の達成度等を踏まえ施策全体の方向性を評価する「政策評価」

③ 政策連携団体が行う事業などについて都の施策目標への寄与や取組の方向性を評価する

「グループ連携事業評価」

⚫ 事業評価では、より成果重視の観点から、新たにＫＰＩ（評価指標）の設定を義務付けるほか、

外部有識者意見の更なる活用を図るなど、制度をバージョンアップしました。その結果、

1,604件の評価結果を公表するとともに、1,261件の見直し・再構築につなげました。

⚫ 政策評価では、局横断的な取組を含む10事業ユニットについて、行政データの一層の活用を

図るとともに、ユニットを構成する各事業の効果や課題等を体系的に整理した上で定量的に把

握・分析し、効果的な事業の構築につなげました。

取組状況

■ 公表件数の推移（事業評価） ■ 
＊ 総事業数 ： 約 6,000事業

■ 財源確保額の推移（事業評価） ■ 

（件）

（年度）

（億円）

1,141

総件数（令和７年度）

 1,558件

見直し・再構築件数
（令和７年度）

 1,230件

令和７年度

1,303億円

元

1,110

890

1,208
1,266

1,360

1,115

884
837

676

574

1,207 

1,436

325

536

1,030

900
870

720

300

元

1,368

1,116

1,117

令和８年度予算のポイント

（年度）

1,214 

1,515

＊ 一般会計分のみ

1,303

政策評価
公表件数 10ユニット ／ 成果指標 18指標 ／ 個別事業 105件〔見直し・再構築 54件 新規・拡充 51件〕

事業評価
公表件数 1,558件〔うち見直し・再構築 1,230件〕 ／ 財源確保額 1,303億円

グループ連携事業評価
評価団体 全33団体 ／ 協働目標・事業目標 88目標・221指標 ／ 都事業への反映 106件

1,086

■ 公表件数の推移（事業評価） ■ 

1,604 

1,261 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8

＊ 総事業数 ： 約 6,000事業

■ 財源確保額の推移（事業評価） ■ 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8

1,266
1,303

（件）

（年度）

（億円）

1,141

総件数（令和８年度）

 1,604件

見直し・再構築件数
（令和８年度）

 1,261件

令和８年度

1,350億円

元

1,110

890

1,086

1,208
1,266

1,360

1,115

884
837

676

574

1,207 

1,436

325

536

1,030

900
870

720

300

元

1,368

1,116

1,117

（年度）

1,214 

1,515 ＊ 一般会計分のみ

1,350

事業評価
公表件数 1,604件〔見直し・再構築 1,261件 〕 ／ 財源確保額 1,350億円

政策評価
公表件数 10ユニット ／ 成果指標 15指標 ／ 個別事業 98件〔見直し・再構築 56件 新規・拡充 42件〕

グループ連携事業評価
評価団体 全33団体 ／ 協働目標・事業目標 88目標・221指標 ／ 都事業への反映 101件

1,230 

1,558
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第２章 持続可能な財政運営

39件に外部有識者意見を活用（新規）

505事業にＫＰＩを設定（新規）

⚫ 評価制度の更なる充実に向けて、外部有識者による検討会議での議論を踏まえ、令和８年度予

算編成では、以下の４つの視点から事業評価のバージョンアップを行いました。

① 成果重視を基本とした検証の強化

② より客観性の高い評価の実現

③ 新公会計手法の更なる活用

⚫ 評価対象となる「2050東京戦略」の事業について、新たにＫＰＩの設定を義務付けています。

ＫＰＩを用いた進捗管理の強化により、施策の成果を重視した検証を一層充実させています。

⚫ 令和８年度は、「デジタル・広報・出えん金」の３つのテーマについて、外部有識者意見を本

格的に導入しています。

⚫ 各テーマに精通した専門家に加え、行政評価の専門家から意見を聴取することで、評価におけ

る客観性と信頼性の確保につなげています。

⚫ 都民や利用者目線に立った類似事業の整理・統合などにより、事業の見直しを一層強化してい

ます。

⚫ ＡＩの徹底的な利活用などにより、行政サービスの利便性向上や業務効率化を図っています。

新公会計手法の視点を活用した分析11件（拡充）
分析過程の公表（新規）

重点テーマ設定の考え⽅

デジタル 広報 出えん金

• 行政サービスの向上や業務効率化

には、デジタルの力を活用するこ

とが重要

• デジタル施策は、技術の進歩が速

く、高度な専門知識を必要とする

分野

• 必要な人に必要な政策や情報を確
実に届けるため、都民一人ひとり
に「伝わる広報」を推進していく
ことが重要

• 情報発信手段の多様化が進む中、
ターゲット分析や適切な媒体の選
定などの判断に当たり、専門知識
の活用が不可欠

• 政策連携団体等に対する、複数年

度にわたる出えんを通じて、事業

の機動的かつ柔軟な実施が実現

• 複数年度にわたる出えんであるこ

とから、外部有識者の知見を活用

し、事業の客観性や透明性を更に

向上

■ 事業評価のバージョンアップ

④ 施策の見直しの視点強化

⚫ 新公会計手法の更なる活用を図り、フルコスト情報に基づいた分析を強化することで、施策の

妥当性や費用対効果を多角的に検証し、実効性や効率性の高い施策の構築や見直しにつなげて

います。

⚫ また、新公会計手法を活用した分析過程を新たに公表し、分析の考え⽅やノウハウを共有する

ことで、各局における新公会計手法の活用を一層促進しています。

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9
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第２章 持続可能な財政運営

■ グループ連携事業評価

⚫ 都の施策目標につながる協働目標及び団体の事業目標を設定した上で、現場目線の課題分析

や外部有識者の意見等を踏まえ、事業の見直し等の方向性を評価しています。

⚫ 成果をより重視する視点から、都民目線に立ったアウトカム目標の新たな設定や進捗状況を

踏まえた事業目標の引上げを促すなど、ブラッシュアップに取り組んでいます。

協働目標・事業目標の設定

✓ 分野専門家等の有識者の視点を活用

✓ 事業の見直しや取組の方向性を評価
✓ 翌年度の予算や団体の取組内容に反映

事業の見直し等の⽅向性を評価

✓ 都と団体が協働で目指すべき目標を設定
✓ 協働目標の達成に向けた事業目標を設定

目標に対する進捗分析・課題抽出

✓ 社会情勢や都民ニーズの現状を踏まえ、
 進捗状況を分析し、事業の課題を抽出

外部有識者からの意見

アウトカム目標の新たな設定イメージ

研修事業の例

都民目線で事業の成果を確認

研修
開催数
●●件

研修受講者
理解度
●●％

都民目線に立って目標を見直し

成果重視の視点を強化

アウトプット目標
（団体（実施者）目線）

アウトカム目標

（都民（対象者）目線）
✓ 成果重視の視点から、アウトカム目標等

を新たに設定

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9

事業ユニットの設定

✓ 各分野の外部有識者から意見を聴取
✓ 外部有識者の助言の下、行政データを分析
✓ 事業ユニット全体の方向性を評価

事業ユニット全体の評価

✓ 目標に対する個別事業の効果や効率性・
実効性など、一つひとつの事業を評価

⽅向性を踏まえた個別事業の評価

✓ 同じ施策目標の達成を目指す複数の事業
から構成される「事業ユニット」を設定

⚫ 政策評価は、目標の達成度や外部有識者からの意見とともに、行政データの分析結果などを

踏まえた上で、事業ユニット全体の方向性を評価しています。

■ 政策評価

事業ユニットのイメージ

個別
事業

成果指標の達成を目指した

個別事業の実績・効果

成果
指標

事業ユニット全体の

達成すべき指標

サブ
指標

個別事業と成果指標を

つなぐ中間指標

■ グループ連携事業評価

⚫ 都と団体が協働して目指すべき目標及び団体の事業目標を設定した上で、現場目線の課題分

析や外部有識者の意見等を踏まえ、事業の見直し等の方向性を評価しています。

⚫ 成果をより重視する視点から、都民目線に立った目標への見直しや実績に応じた事業目標の

引上げを促すなど、ブラッシュアップに取り組んでいます。

協働目標・事業目標の設定

✓ 分野専門家等の有識者の視点を活用

✓ 事業の見直しや取組の方向性を評価
✓ 翌年度の予算や団体の取組内容に反映

事業の見直し等の⽅向性を評価

✓ 都と団体が協働で目指すべき目標を設定
✓ 協働目標の達成に向けた事業目標を設定

目標に対する進捗分析・課題抽出

✓ 社会情勢や都民ニーズの現状を踏まえ、
 進捗状況を分析し、事業の課題を抽出

外部有識者からの意見

目標の設定イメージ

例：都民ニーズに対応したサービスの追求

接遇研修
の実施
●●回

都民目線に立って目標を見直し

成果重視の視点を強化

アウトプット目標
（団体（実施者）目線）

アウトカム目標
（都民（対象者）目線）

事業効果の体系的な把握・分析に

向けて仕組みを強化

都民アンケー
トの満足度
●●％

都民目線で事業の成果を確認

事業ユニットの設定

✓ 各分野の外部有識者から意見を聴取
✓ 外部有識者の助言の下、行政データを分析
✓ 事業ユニット全体の方向性を評価

事業ユニット全体の評価

✓ 目標に対する個別事業の効果や効率性・実
効性など、一つひとつの事業を評価

⽅向性を踏まえた個別事業の評価

✓ 同じ施策目標の達成を目指す複数の事業か
ら構成される「事業ユニット」を設定

事業ユニットのイメージ

事業効果の体系的な把握・分析に

向けて仕組みを強化

個別
事業

成果指標の達成を目指した

個別事業の実績・効果

成果
指標

事業ユニット全体の

達成すべき指標

サブ
指標

個別事業と成果指標を

つなぐ中間指標
✓ 成果指標につながるサブ指標を新たに設定

■ 政策評価
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⚫ 令和８年度当初予算では、東京強靱化推進基金を2,652億円、社会資本等整備基金を1,844億円な

ど、合計で8,381億円を取り崩して活用します。

⚫ 令和８年度末時点において、３つのシティ実現に向けた基金と財政調整基金等の残高見込みは、

１兆4,505億円となり、リーマンショック前*とほぼ同水準です。このように、持続可能な財政運

営の観点から、一定の残高を確保しています。 ＊ 東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金を除く。  

令和７年度最終補正予算における基金の積立

⚫ 令和７年度最終補正予算では、ゼロエミッション東京推進基金と新築建築物再生可能エネルギー

設備設置等推進基金にそれぞれ500億円、あわせて1,000億円を積み立て、令和８年度の財源にも

活用するなど、脱炭素化等の都政の重要課題の解決につなげていきます。

⚫ また、条例の規定により、税収増の一定額である678億円について、財政調整基金への義務積立を

行います。

⚫ 都はこれまでも、着実に施策を展開し、都政の重要課題に対応するため、歳出精査などにより

生み出した財源を積み立てるなど、計画的に基金残高を確保してきました。

⚫ 令和７年度最終補正予算においては、ゼロエミッション東京推進基金と新築建築物再生可能エ

ネルギー設備設置等推進基金にそれぞれ500億円、あわせて1,000億円を積み立て、将来にわ

たり、脱炭素化の取組などに積極的に活用していきます。

⚫ 令和８年度予算では、都市の強靱化や社会資本等の整備、福祉先進都市の実現に向けた施策な

どを着実に進めるため、これまで計画的に積み立ててきた３つのシティ実現に向けた基金など

8,381億円を積極的に活用し、８年度末の基金残高は１兆4,505億円となる見込みです。

⚫ 「人」が輝き、活力に溢れ、安全・安心な東京へとさらに進化させるための施策を積極的かつ

着実に推進するため、将来の財政需要の動向などをしっかりと見極めながら、引き続き、中長

期的な視点に立ち、戦略的な基金の活用を図っていきます。

◼ 基金の残高推移（普通会計ベース）

令和８年度当初予算における基金の活用

第２章 持続可能な財政運営

＊ 令和６年度までは決算額、７年度以降は年度末残高見込額です。

＊ 過去の基金残高についても、平成29年度からの新たな基金の体系に基づいて分類しています。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30元 2 3 4 5 6 7 8

３シティ基金に類する基金

その他基金（国の交付金等）

財政調整基金

9,822億円

１兆4,701億円
（オリパラ基金以外）

（年度）

（兆円）

１兆4,505億円

2,136億円

元

基金
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区 分

令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度

年 度 末
残 高
（ 最 終 補 正 後 ）

積 立 額

（ 当 初 ）

取 崩 額

（ 当 初 ）

年 度 末
残 高
（ 当 初 ）

セーフ シティ 3,257億円 － ▲ 2,652億円 635億円

東京強靱化推進基金 3,257億円 － ▲ 2,652億円 635億円

スマート シティ 7,584億円 125億円 ▲ 3,816億円 3,953億円

社会資本等整備基金 3,049億円 68億円 ▲ 1,844億円 1,305億円

鉄道新線建設等準備基金 1,811億円 57億円 ▲ 100億円 1,779億円

スマート東京推進基金 724億円 － ▲ 723億円 5億円

緑あふれる東京基金 145億円 － ▲ 35億円 111億円

ゼロエミッション東京推進基金 795億円 － ▲ 640億円 159億円

新築建築物再生可能エネルギー設備設置等推進基金 1,061億円 － ▲ 473億円 594億円

ダイバーシティ 1,925億円 － ▲ 1,369億円 569億円

福祉先進都市実現基金 1,925億円 － ▲ 1,369億円 569億円

東京2020大会レガシー基金 406億円 － ▲ 151億円 260億円

小 計 1兆3,173億円 125億円 ▲ 7,989億円 5,417億円

◼ ３つのシティ実現に向けた基金

◼ 国の交付金等により積み立てた基金

＊ 積立額は利子積立を含まないため、令和８年度の年度末残高は、７年度末残高と８年度積立額・取崩額の合計と一致しません。

◼ 財政調整基金

第２章 持続可能な財政運営

その他基金 1,118億円 267億円 ▲ 392億円 1,003    億円

財政調整基金 7,879億円 151億円 － 8,085億円

合 計 2兆2,170億円 543億円 ▲ 8,381億円 1兆4,505億円

一般会計 2兆2,000億円 543億円 ▲ 8,352億円 1兆4,362億円

特別会計 170億円 － ▲ 29億円 143億円

基金の積立・取崩状況（普通会計ベース）
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都債

◼ 都債発行額と都債残高の推移

⚫ 都は平成12年度以降、財政再建の取組を通じ、都債発行の抑制に努めるとともに、その後も、

都税収入などの状況に応じた都債の発行を行うなど、堅実な財政運営に努めてきました。

⚫ 令和８年度予算においても、将来世代への負担も考慮しながら計画的に活用することで、都債

残高は、前年度に比べて119億円減の４兆2,372億円となりました。

⚫ また、都債の発行額は前年度当初予算に比べて192億円増の2,226億円となり、起債依存度

は2.3％となっています。

⚫ なお、この起債依存度は、国（24.2％）や地⽅（6.0％）と比べて、低い水準を維持してい

ます。

第２章 持続可能な財政運営

＊ 令和５年度までは決算、６年度は最終補正後、７年度は当初予算時点です。 （年度）

（億円）

都債を計画的に活用

１兆585億円

７兆6,384億円

最大１兆円を超える
大量発行

（兆円）

都債残高（右目盛）

都債発行額（左目盛）

約４割減

元

◼ 都・国の人口１人当たり起債残高の推移

53万円
31万円

910万円

平成17年度 令和７年度 平成17年度 令和７年度

国都

＊ 都内総人口は、「東京都の人口（推計）」（東京都総務局）によるものです（平成17年10月１日、27年10月１日、令和６年12月１日時点の
 もの）。

＊ 総人口は、「人口推計」（総務省）によるものです（平成17年10月１日、27年10月１日、令和６年７月１日時点のもの）。
＊ 都債残高は一般会計ベースであり、令和７年度都債残高は当初予算時点です。

412万円
42万円

27年度

634万円

27年度

約2.2倍

⑥４兆5,741億円
⑦４兆4,431億円

⑦当初
2,034億円

⑥当初
3,127億円
⑥補正後
2,759億円

リーマン
ショック

国会修正（衆議院）時点で、国債残
高の数値に変更がないことを確認

0

2

4

6

8

10

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8

都債を計画的に活用

＊ 令和６年度までは決算、７年度は最終補正後、８年度は当初予算時点です。

（年度）

（億円）

１兆585億円

７兆6,384億円

⑧４兆2,372億円

最大１兆円を
超える大量発行

（兆円）

約４割減

元

リーマン
ショック

◼ 都・国の人口１人当たり起債残高の推移

928万円

平成18年度 令和８年度 平成18年度 令和８年度

国都

＊ 都内総人口は、「東京都の人口（推計）」（東京都総務局）によるものです（平成18年10月１日、27年10月１日、令和７年12月１日時点の
 もの）。

＊ 総人口は、「人口推計」（総務省）によるものです（平成18年10月１日、27年10月１日、令和７年７月１日時点のもの）。
＊ 都債残高は一般会計ベースであり、令和８年度都債残高は当初予算時点です。

416万円

27年度

634万円

27年度

約2.2倍

⑦４兆2,491億円

⑦当初
2,034億円

⑦補正後
1,849億円

⑧当初
2,226億円

都債発行額（左目盛）

都債残高（右目盛）

52万円
30万円42万円
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◼ 起債依存度の推移（当初予算）

• 都では、全国の自治体に先駆けて、平成29年度から「東京グリーンボンド」を、令和３年

度から「東京ソーシャルボンド」を発行してきました。令和６年度からは、グリーンボン

ドに海洋環境の保全等を対象に加え、「東京グリーン・ブルーボンド」としています。

• 令和７年度からは、世界で初めてのレジリエンスボンド（国際認証取得済）である 「ＴＯ

ＫＹＯレジリエンスボンド」を海外市場において発行しています。令和８年度は、新たに

国内向けにもレジリエンスボンドを発行し、レジリエンスボンドの国内外での合計発行額

を倍増します。

• いずれも資金の充当先をＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト事業に特化し、ＴＯＫＹＯ強靭化

プロジェクトを加速化していきます。

• 今後も、環境対策や都市の強靱化等を強力に推進するとともに、国内外から幅広く投資資

金を呼び込み、サステナブル・レジリエントファイナンスを先導する都市を目指します。

第２章 持続可能な財政運営

参 考 サステナブル・レジリエントファイナンスの取組
（令和８年度：1,500億円程度）

2.3
6.0 

24.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8

都

（％）

（年度）

地⽅財政計画

国

元

＊ 平成６年度、11年度及び15年度の都の数値は、同時補正後です。

◼ 発行額の推移

＊ 令和６年度までは実績額、７、８年度は計画額（ただし、７年度のレジリエンスボンドは実績額、８年度の内訳は未定）です。

＊ 特別会計・公営企業会計の額を含みます。また、令和５、６年度は借換分を含みます。

＊ 換算レートは１ユーロ＝176円を使用しています（レジリエンスボンドの発行条件を決定した令和７年10月16日時点のもの） 。

・・・グリーン・ブルーボンド

・・・ソーシャルボンド

・・・サステナビリティボンド

・・・レジリエンスボンド　（海外市場）

・・・レジリエンスボンド　（国内市場） 新規

No. 項目 色

1 ページ頭のグラデーションの色 上記図をコピーして使用

2 ページ頭の二重線の色 上記図をコピーして使用

3 テキストボックス等背景を塗りつぶす色①

4 テキストボックス等背景を塗りつぶす色②

5 表頭（「令和５年度」等）の色 文字色は白抜き（太字にしない）

6 グラフ以外の矢印の色

7 四角枠線及び点線枠線の色（コラムタイトル含む）

8 箇条書きの◆、■、●、・の色

9 ページ中の太下線タイトル

10 その他
前年同色（グリーン等から引用して

いるものは色を変えない）。
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第２章 持続可能な財政運営 第２章 持続可能な財政運営

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9

■  地⽅法人課税の改悪による影響額（令和８年度）

⚫ 平成20年度税制改正以来の累次にわたる地方税制度の改悪により、法人二税の国税化が進め

られてきました。

⚫ 一連の改悪による令和８年度の影響額は、仮に税制改正がなかった場合と比較して、

▲１兆5,993億円となっており、この措置が都財政に大きな影響を及ぼしています。

⚫ 都は、地方が果たすべき責任と役割に応じた地方税財源全体の拡充を図ることを、国に強く働

きかけていきます。

区 分 令和８年度当初予算 概 要

①

▲ 7,805 億円 法人事業税の一部を特別法人事業税として国税化

755 億円
特別法人事業税を地方譲与税として都道府県に
配分（令和８年度地方財政計画：２兆6,016億円）

② ▲ 8,750 億円 法人住民税の一部を地方法人税として交付税原資化

▲ １兆 5,800 億円

③ ▲ 193 億円 法人事業税の一定割合を都道府県内の市町村に配分

▲ １兆 5,993 億円

①法人事業税の

一部国税化

・法人事業税（所得割・収入割）の一部を特別法人事業税として国税化

・国税化した分は特別法人事業譲与税として都道府県に対し人口に応じて配分

法人事業税の約３割が国税化。地方交付税の不交付団体である都は、譲与税の配分

に当たり、人口に応じて按分された額から最大75％が控除

②法人住民税の

交付税原資化

・法人住民税法人税割の一部を地方法人税として国税化し、地方交付税として配分

不交付団体である都は、国税化による税率引下げ分が減収

③法人事業税

交付金

・法人住民税の交付税原資化に伴う市町村の減収補てん等のため、法人事業税の一定割

合を、都道府県内の市町村に配分

＊特別区相当分は、法人事業税交付対象額を特別区財政調整交付金の原資となる調整

税に加算し、条例で定める割合を乗じて得た額を交付（これによる影響額は②に含

まれる）

■  地⽅法人課税の改悪の概要

法 人 事 業 税

【法人住民税法人税割の標準税率】

道府県民税： 5.0% → 1.0%

市町村民税：12.3% → 6.0%

【国税化による税率引下げ分】

道府県民税：▲4.0%

市町村民税：▲6.3%

特 別 法 人 事 業
譲 与 税

法 人 住 民 税

法人二税・譲与税
小 計

法 人 事 業 税
交 付 金

合 計

国による地⽅税制度の改悪について
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No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4
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東京都 Ａ県 平均

地方譲与税等

地方交付税

地方税

令和８年度与党税制改正大綱（令和７年12月19日）

• 「近年、地方税収が増加する中で、令和６年度・７年度の東京都の財源超過額が２年連続で過去

最高となるなど、都市・地方の財政力格差が拡大している。こうした状況を背景に行政サービス

の地域間格差も拡大して」いるなどとし、「特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在

を是正する追加的な措置」として、以下の内容を検討し、「令和９年度税制改正において結論を

得る。」と明記されました。

 ➣ 新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とする

 ➣ 法人事業税所得割・収入割に係る特別法人事業税・譲与税の割合を高める

• さらに、特別区の土地に係る固定資産税については、「著しく税収が偏在している状況」とした

上で、「必要な措置を検討し、令和９年度以降の税制改正において結論を得る。」との考えが示

されました。

これまでの地⽅法人課税の改悪による影響

• 都は、平成20年度以降の累次にわたる地方法人課税の改悪により、令和８年度は1.6兆円、累計

12.6兆円もの都税収入が国に奪われています。

都民１人当たり年間約10万円、累計約90万円の税金が奪われている！

▲ 14

▲ 12

▲ 10

▲ 8

▲ 6

▲ 4

▲ 2

0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8 （年度）

(兆円)

累計
▲12.6兆円

▲1.6兆円

都が2040年代までに行う

地震対策（9.6兆円*）を超える規模

12.6兆円は…

＊ 「TOKYO強靭化プロジェクト upgrade Ⅰ」より

＊ 累計に含まれる各年度の影響額は、令和６年度までは決算額、７年度は最終補正後予算額、８年度は当初予算額ベースです。

■ 累計影響額の推移

• そもそも、地方税に地方交付税などを

加えた人口１人当たりの一般財源額で

比較した場合、都は全国平均とほぼ同

水準です。
＊ 総務省「令和６年度 

地方財政状況調査」

(都道府県分)より作成

＊ 人口は令和７年１月１日

現在の住民基本台帳人口

■ 人口１人当たりの一般財源額

24.6万円

44.2万円

26.2万円

全国平均
と同水準

最大の県の
約6割

東京都 最大の県 全国平均

元
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• 国は、「東京都だけ法人二税の税収が伸びており、財政力格差が広がっている」かのように主

張しますが、全くの誤りです。法人二税の令和５年度と６年度決算の伸び率を比較すると、東

京都は47都道府県中34位の７％です。また、令和元年度税制改正により、全国に占める東京

都の法人二税の税収シェアは約１割減少し、その後は横ばいが続いています。

• 財源超過額は、地方交付税の算定において、国が定めた基準で計測した理論値に過ぎません。

大都市特有の財政需要が十分に反映されておらず、実態と大きく乖離しており、財政力格差の

論拠とはなりません。

• 固定資産税は土地や建物などの資産価値に応じ、

行政サービスの対価としてご負担いただいている市町村税です。

• 東京は地方に比べ地価が高く、都民や都内事業者には地価に応じた相応の固定資産税をご負担

いただいています。それにも関わらず、固定資産税を所在地以外の自治体に分配することは応

益性の原則を歪め、地⽅税制の根幹を真っ向から否定する行為にほかなりません。

令和元年度の税制改正時

【全国に占める東京都の法人二税の税収シェアと都内総生産シェア】

19.9%19.8%

（見直し前）26.3% 見直しの影響

現 状

18.5% 20.2%

＊ 法人二税は、H25-H29決算（H29は当時の見込み）の５年平均であり、
特別法人事業譲与税の導入によるシェアの減を反映したものです。

＊ 都内総生産は、H23-H27の５年平均です。

＊ 法人二税は、令和元年度の税制改正の影響が平年度化したR3-R5決算の
 ３年平均（特別法人事業譲与税及び地方法人税を原資とする地方交付税
 交付額相当分を含む）です。

＊ 都内総生産は、H29-R3の５年平均です。

• 国は、令和元年度の税制改正時に、全国に占める地方法人課税の東京都の税収シェア

（26.3％）が、都内総生産シェア（19.9％）を上回っていたことを根拠に、東京都に法人二税

が集中しているとしていました。

• それぞれのシェアを一致させるため、税制改正が行われ、東京都の法人二税のシェアは19.8%

にまで低下しました。

• 現在の法人二税のシェア（18.5％）は、都内総生産のシェア（20.2％）を下回っています。地

⽅法人課税を見直すべきという国の主張には全く一貫性がありません。

 国の主張には一貫性がない主張①

国の主張は事実に基づかない主張②

固定資産税の分配は地⽅税制の否定である主張③

東京都の法人二税 都内総生産 東京都の法人二税 都内総生産

東京都の法人二税のシェア
＜ 都内総生産のシェア

＜

固定資産税

行政サービス

受益関係

国による地⽅税制度の改悪に対する東京都の主張
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• 昨今のインターネット銀行等の利用拡大を踏まえ、国は、道府県民税利子割（金融機関等から

支払を受ける預貯金の利子等に対する税）の税収帰属地に関する検討を進めてきました。

• 納税者が居住する自治体で課税する「住所地課税」があるべき姿という点は、都も国と同様の

認識です。その実現に向けて、都は正しい実態の把握や議論公開の必要性を主張してきました。

• こうした中、国は、最新の課税実態を無視した上で、極めて少ないサンプル調査等を根拠に、

税収帰属地と課税団体との乖離が拡大していると結論付け、令和８年度税制改正において、都

道府県間で個人の所得金額を基準に税収を調整する清算制度の導入を強行しようとしています。

• 東京都税制調査会からも、拙速な清算制度の導入ではなく、適正な調査を実施し、正しく実態

を把握した上で見直しの提案をすべきと報告があるなど、これまでの国の検討の前提や分析は、

実態と異なっており、都が主張する正しい実態把握や丁寧な議論の必要性は明らかです。

• 不十分な分析のまま、結論ありきで清算制度を安易に導入してしまえば、本来目指すべき「住

所地課税」に逆行するおそれがあります。十分な議論やデータに基づかない制度改正を拙速に

行うことは、断じて許されるものではありません。

【全国に占める東京都の利子割税収のシェア】

➣ 全国の県庁所在地

 3,330世帯 / 5,850万世帯 → 0.0057％

➣ 東京23区 

   210世帯 / 745万世帯 → 0.0028％

税収帰属の実態に関する検討が不十分

【国のサンプル調査】

21.2 
24.7 

41.5 47.2 41.0 

29.9 
10

30

50

２ ３ ４ ５ ６ ７

(％)

(11月末速報)

(年度)

⚫ 令和８年度税制改正大綱で示された内容は根拠や考え方に一貫性がなく、東京を狙い撃ちに  

したものであり、都は断固として反対します。

⚫ 地⽅の責任と役割に応じた地⽅税財源全体の拡充を図ることが重要であり、限られたパイを 

奪い合う内向きの議論の先に、我が国の未来はなく、ひいては国益を損なうものです。

• 「行政サービス格差」の例として、都のチルドレンファーストの取組が取り上げられますが、

そもそも子育て施策は、政府が取り組むべき重要課題です。

• それでも都は、地域の実情や課題を踏まえ、０１８サポートをはじめ、高校授業料の実質無償

化、学校給食費の無償化など、様々な施策を先駆的に行ってきました。

• こうした中、都内の出生数（速報値）は、通年で９年ぶりに増加することが確実となっています。

• 国は、都の施策に追随して、児童手当の所得制限を撤廃し、さらには、令和８年度から「いわ

ゆる高校無償化」や「学校給食費の抜本的な負担軽減」も実施するとしています。

• このように、都の先駆的な取組が全国に波及し、子育て支援の充実につながっています。

• 自治体がそれぞれの実情に応じて、必要な施策を展開することが、地⽅自治の基本です。それ

を「行政サービス格差」などと批判することは、地方自治の否定にほかなりません。

 国が主張する「行政サービス格差」論は、地⽅自治の否定にほかならない主張④

参 考 道府県民税利子割に関する清算制度
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実質収支

⚫ 都の実質収支は、平成10年度に1,068億円という巨額の赤字となりましたが、その後

財政再建に全力で取り組んだ結果、17年度決算では黒字に転換しました。

⚫ 令和６年度決算は、都税収入が増加したことや積極的な施策展開を図ったことなどに

より歳入総額は９兆5,337億円、歳出総額は８兆8,888億円となりました。

⚫ 実質収支は26億円となり、昨年度に引き続き、収支はほぼ均衡となりました。

第３章 決算分析

◼ 実質収支の推移（普通会計ベース）

◆ 普通会計

• 普通会計とは、各地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析などに用いられる統計上の

会計で、総務省の定める基準をもって、各地方公共団体の会計を統一的に再構成したものです。

◆ 実質収支

• 実質収支とは、歳入決算額から歳出決算額を単純に差引いた額によって求められる形式収支から、

翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算収支です。

実質収支＝形式収支－翌年度へ繰り越すべき財源

529

1,370

10 31 61 26

▲ 1,500

▲ 1,000

▲ 500

0

500

1,000

1,500

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6

８年連続で実質収支はほぼ均衡

（年度）

（億円）

実質収支黒字化

 過去最悪の実質収支赤字

５年連続ほぼ均衡

▲1,068

元

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9

９
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70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6

経常収支比率

⚫ 普通会計決算の指標に地方公共団体の財政の弾力性を示す「経常収支比率」がありま

す。

⚫ 令和６年度における経常収支比率は、都税収入の増加などにより前年度の81.3％から

1.0ポイントの改善となる、80.3％になりました。

⚫ 都道府県の平均値と比べ、都は財政の弾力性が高い状況にあります。

◼ 経常収支比率の推移

◆ 経常収支比率

• 経常収支比率は、歳出総額のうち経常的経費に充当された一般財源等の、経常一般財源等に対する割

合です。

経常収支比率＝経常的経費充当一般財源等÷経常一般財源等×100（％）

• 地方税などの経常一般財源等が、人件費、扶助費、公債費のような削減することが困難な経常的経費

にどの程度充当されているかを見ることによって、財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が

低いほど弾力性が高いことを表しています。

（年度）

（%）

第３章 決算分析

104.1

111.9

96.0

80.2

都

都道府県

80.3

元

＊ 都道府県の比率は加重平均であり、平成10～12年度は減税補填債を、13～18年度は減税補塡債及び臨時財政対策
 債を、19～令和元年度は減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を、２及び３年度は減収補塡債特例分、猶予特例債
 及び臨時財政対策債を、４～６年度は減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いて算出した
 ものです。

81.3

94.1

(低)

財
政
の
弾
力
性

(高)

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9

92.9
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健全化判断比率等

⚫ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

は、フローだけでなくストックにも着目し、一般会計等（普通会計とほぼ等しい範

囲）のほかに、公営事業会計や第三セクター等に対する一般会計等の負担額を含むな

ど、地⽅公共団体の財政の全体像を明らかにする指標となっています。

⚫ また、各指標には、早期健全化基準などの判断基準が定められており、いずれかがそ

の基準以上となった場合には、財政健全化計画などを策定し、財政の健全化を図るこ

ととされています。

⚫ 都の令和６年度における各指標は、いずれも財政の早期健全化や再生が必要と判断さ

れる基準値を下回っています。

第３章 決算分析

• 財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための４つの指標の総称です。

• 令和６年度決算では、全会計で実質赤字はありませんでした。また、地方債償還に要する

負担額の比率である実質公債費比率は1.2%、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債

の比率である将来負担比率は13.6%となり、いずれも基準を下回りました。

• 公営企業における経営状態の悪化の度合いを示す指標で、公営企業会計ごとの事業規模に

対する資金不足額の割合で算出されます。

• 令和６年度決算では、対象となる全ての公営企業会計で、資金不足はありませんでした。

指標名 指標の内容 都の比率 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率
・標準財政規模に対する

実質赤字額の割合［一般会計等］

-

（赤字なし）
5.59％ 8.67％

連結実質赤字比率
・標準財政規模に対する

実質赤字額の割合［全会計］

-

（赤字なし）
10.59％ 18.67％

実質公債費比率

・標準財政規模に対する

地⽅債償還に要する一般財源等の割合

(３か年平均）

1.2% 25％ 35％

将来負担比率
・標準財政規模に対する

一般会計等で見込まれる将来負担の割合
13.6% 400％ -

健全化判断比率

資金不足比率

指標名 指標の内容 都の比率 経営健全化基準

資金不足比率
・公営企業会計ごとの

事業規模に対する資金不足額の割合

全会計において -
（資金不足なし）

20％

＊対象となる都の会計は、中央卸売市場会計、都市再開発事業会計、臨海地域開発事業会計、港湾事業会計、交通事
業会計、高速電車事業会計、電気事業会計、水道事業会計、下水道事業会計、と場会計の全10会計です。

No. 項目 色

1 上記図をコピーして使用

2 上記図をコピーして使用

3

4

5 文字色は白抜き（太字にしない）

6

7

8

9
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⚫ 都では、平成18年度から複式簿記・発生主義による会計処理を導入し、この新たな公

会計制度によって決算をまとめています。

⚫ これにより、ストック情報、現金の移動を伴わない費用を含んだコスト情報及び現金

の流れを分析し、より多面的に都財政の実態を示すことができるようになっています。

◼ 東京都の財務諸表（令和６年度決算）

① 貸借対照表

貸借対照表は、３月31日現在（ただし、出納整理期間中の増減を含む。）における都の財政状態
（資産、負債及び正味財産の状況）を明らかにすることを目的に作成しています。

• 資産の部は、基金積立金（固定資産）が減となる一方、基金積立金（流動資産）、出資金及出捐金
の増などにより、前年度末比4,479億円増加し37兆1,734億円となりました。負債の部は、都債
の減などにより、同2,028億円減少し６兆1,951億円となりました。資産に対する負債の割合は
16.7％であり、前年度末比0.7ポイントの減となっています。

② 行政コスト計算書

行政コスト計算書は、発生主義により、一会計期間における都の行政サービス活動に伴い発生した
「費用」を認識し、その「費用」と財源である「収入」とがどのような対応関係にあるか、その差額
はどうなっているのかを示し、行政サービスのコストを明らかにすることを目的に作成しています。

＜貸借対照表（普通会計）＞ （単位：億円）

＜行政コスト計算書（普通会計）＞ （単位：億円）

科 目 ６年度 ５年度 増減額

資産の部合計 371,734 367,254 4,479

うち基金積立金 43,054 44,056 ▲ 1,001

負債の部合計 61,951 63,979 ▲ 2,028

 うち都債 49,795 52,615 ▲ 2,819

正味財産の部合計 309,782 303,275 6,507

負債及び正味財産の部合計 371,734 367,254 4,479

資産に対する負債の割合 16.7％ 17.4% －

科 目 ６年度 ５年度 増減額

通常収支の部

 収入合計 79,057 75,586 3,470

 うち地方税 68,869 63,386 5,482

 費用合計 75,026 70,584 4,441

 うち補助費等 18,514 18,356 158

通常収支差額 4,031 5,001 ▲ 970

特別収支差額 1,877 ▲ 153 2,030

当期収支差額 5,908 4,848 1,059

新公会計制度の活用

第３章 決算分析
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科 目 ６年度 ５年度 増減額

行政サービス活動

 収入合計 79,180 75,212 3,968

支出合計 70,248 66,828 3,419

行政サービス活動収支差額 8,932 8,383 548

社会資本整備等投資活動

 収入合計 9,217 5,848 3,369

支出合計 14,677 13,298 1,378

社会資本整備等投資活動収支差額 ▲ 5,459 ▲ 7,449 1,990

行政活動キャッシュ・フロー収支差額 3,473 933 2,539

財務活動

 財務活動収入 1,590 2,316 ▲ 726

 財務活動支出 4,069 3,463 605

財務活動収支差額 ▲ 2,479 ▲ 1,146 ▲ 1,332

収支差額合計 994 ▲ 212 1,207

前年度からの繰越金 5,454 5,667 ▲ 212

形式収支 6,448 5,454 994

• 当期収支差額は5,908億円となり、前年度に引き続き収入が費用を上回っています。このことは、
基本的には当年度に提供された行政サービスの費用が当年度の税収などの収入によって賄われた
ことを表しています。当期収支差額は、民間企業の損益計算書における「当期純利益」に該当す
る項目で、正味財産を構成する項目の一部となっており、将来の財政需要への備えとなる基金積
立金や、将来世代の負担の軽減となる都債の償還などに充てられています。

③ キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書は、都財政における資金の流れを、「行政サービス活動」・「社会資本
整備等投資活動」と、資金の調達、返済などを行うための「財務活動」に区分し、それぞれにおける
現金収支の状況を示す目的で作成しています。

第３章 決算分析

• 行政活動キャッシュ・フロー収支差額は、3,473億円の収入超過となる一方、財務活動収支差額
は、2,479億円の支出超過となっています。これらの収支差額合計に、前年度からの繰越金を加
えた形式収支6,448億円は、繰り越すべき財源などとなっており、翌年度に活用されます。

＜キャッシュ・フロー計算書（普通会計）＞ （単位：億円）
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参 考
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財政広報の紹介

予 算

決 算 ・ 財 政 の あ ら ま し

 予算案の概要
新年度の予算案が固まり次第、予算案の発表に合

わせて公表しているもので、歳入・歳出の状況、

今後の財政運営、体系別に整理した主要な施策、

政策評価・事業評価など、予算の全体像を概要と

してまとめたものです。＜毎年１、２月公表＞

 主要事業
新年度の主要事業について局別にまとめ

たもので、前年度予算と対比して示して

います。＜毎年１月公表＞

参 考

 財政のあらまし
法などに基づき、財政の状況について、
年２回公表しているものです。
＜毎年６、12月公表＞

法に基づき、会計別、局別に主要事業の

成果をまとめたもので、予算、決算を対

比して示しています。＜毎年９月公表＞

 主要施策の成果 年次財務報告書

財務諸表を用いて、都全体の財務の実態をマクロ

的な視点から分析したものです。＜毎年９月頃公表＞

 予算案まるわかりブック
新年度の予算案を簡単に理解できるよう、わかり

やすくまとめ、解説したものです。＜毎年１月公表＞

 予算概要
予算の成立を受けて、各会計の予算を一

冊にまとめたものです。＜毎年４月頃公表＞

令和７年度予算概要

令和７年４月

東 京 都

令和６年度

主要施策の成果

東 京 都

 決算の状況

普通会計決算を中心として、決算収支等を分析
・検討し、関係調査表等を整理し、まとめたも
のです。＜毎年12月公表＞

令和６年度

決算の状況

東 京 都

令和６年度

東京都年次財務報告書

令和７年９月

東 京 都

令和８年度
（2026年度）

東京都予算案の概要

令 和 ８ 年 ２ 月
東 京 都

令和８年１月

令和８年度主要事業

東 京 都

財政のあらまし

令和７年12月

東 京 都
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都 財 政 の 見 え る 化 ボ ー ド

 TOKYO予算見える化ボード

普通会計上の歳入、目的別・性質別歳出、

健全化判断比率を掲載しています。

＜毎年10月頃更新＞

参 考

 TOKYO財務諸表見える化ボード

東京都予算案の全体像や財政運営の工夫、

令和８年度当初予算の主な事業を掲載し

ています。＜毎年１月更新＞

予算概要

予算の成立を受けて、各会計の予算を一

冊にまとめたものです。＜毎年４月頃公表＞

５分でわかるよ♪

⚫ 都財政の情報を分かりやすく伝えるため、「TOKYO予算見える化ボード」をはじめ、予算や

決算の主要なデータを可視化する「都財政の見える化ボード」を公開しています。

⚫ 令和３年１月のリリース以降、継続的な改善を重ねるとともに、普通会計決算や財務諸表、

政策評価・事業評価・グループ連携事業評価、補助金の見える化ボードを加え、都財政を

 多面的に見える化してきました。

 TOKYO決算見える化ボード

普通会計貸借対照表や行政コスト計算書、

キャッシュ・フロー計算書を掲載しています。

＜毎年10月頃更新＞

 TOKYOメリハリレビュー見える化ボード

政策評価、事業評価及びグループ連携事業評

価について、取組の全体像、各評価の結果を

掲載しています。＜毎年１月更新＞

 TOKYO補助金サーチ 見える化ボード

都が実施する補助金に関する情報を掲載

しています。＜毎年４月頃更新＞

⚫ ユーザーレビューを踏まえ、より使いやすい

ダッシュボードへ改良していきます。

都財政の見える化ボードは、財務局ホームページ

からアクセスできます。

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/dashb

oard.html
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都議会へ予算案提出

予算成立までの主な流れ

参 考

第１回都議会定例会（２月18日～３月27日）

予算案発表（１月30日）

新年度予算執行

予算成立（３月27日）

＊ 上記の日程については、令和７年度（令和８年度予算編成）の実績によります。

見積書作成
（予算要求）

各種団体
（11月６日
～12月16日）

都議会各会派
（12月22日）

市長会・町村会
（11月21日）
特別区長会
（12月４日）

12月

８月

11月

１月

２月

３月

４月

・

財 務 局 ヒアリング

財務局調整

結果の公表
（１月８日）

予算要求
状況の公表

（11月５日）

知事査定（１月９日～16日）

予算編成⽅針（「予算の見積りについて」）を
副知事から各局長あて通達（８月１日）

各局

財

務

局

調

整

４月

事業提案募集

（４月４日

～５月30日）

都民による

ネット等投票

（７月31日

～８月31日）

都民・大学研究者に
よる事業提案制度

都民・
大学研究者 都

各
局
等
に
よ
る
内
容
検
討

・

・
・
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▲ 1,068

1,068

＊ 令和６年度までは決算額、７年度は最終補正後予算額、８年度は当初予算額です。
＊ 都債発行額は、特定資金公共事業債（ＮＴＴ債）を除いています。また、平成14年度から、都営住宅等事業会計分を除いています。
＊ 実質収支及び経常収支比率は、普通会計ベースの数値です。
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